
中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業補助金（以下「本

補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、中山間地域等において、安心・安全な地域生活を確保するため、地域に不足す

るサービスなどの社会貢献を伴うコミュニティビジネスを開始しようとする者等の起業化支援や事

業拡大等に伴う活動を支援することを目的として交付する。

（定義）

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）コミュニティビジネス

移動販売、宅配サービス、空き店舗を活用した小売など、中山間地域等の課題やニーズに対

応した広義の社会貢献を伴うビジネスとする。

（２）中山間地域

鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例（平成２０年鳥取県条例第６３号）及び

同条例第２条第１項第４号の規則で定める地域を定める規則（平成２０年鳥取県規則第

９１号）に定める地域とする。

（補助金の交付）

第４条 県は、第２条の目的の達成に資するため、別表の第 1 欄に掲げる事業(以下「間接補助事業」

という。)について、中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業実施要領（平成２１年５月

１１日付第２００９０００２０２９４号鳥取県企画部長通知。以下「要領」という。）の４により

事業採択を受けた、同表の第２欄に掲げる者に対し、当該間接補助事業に要する同表の第３欄に掲

げる経費（以下「間接補助対象経費」という。）の額に同表の第４欄に定める率を乗じて得た額以

上の間接補助金を交付する同表の第５欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

２ 本補助金の額は、間接補助対象経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の額に同表の第６

欄に定める率を乗じて得た額 (同表の第７欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

（交付申請の時期等）

第５条 本交付金の交付申請は、原則として事業開始の２０日前までに行わなければならない。

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるもの

とする。

（交付決定の時期等）

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。

（間接交付の条件）

第７条 本交付金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、第４条第１項に規定する間接

補助金(以下「間接補助金」という。)を交付するときは、その交付を受ける者(以下「間接補助事業

者」という。)に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句



を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。)に準じた内容の条件を付さなけれ

ばならない。

補助事業者等 間接補助事業者

交付決定 間接交付の決定

補助事業等 間接補助事業

様式第２号による 補助事業者が定める

知事 補助事業者

様式第３号による 補助事業者が定める

対象事業 間接補助事業

様式第４号による

様式第５号による

補助事業者が定める

第１１条、第１２条（第４項を

除く。）、第１３条から第１５

条まで、第１６条第２項後段、

第１７条、第２５条及び第２６

条

補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金

（着手届を要しない場合）

第８条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業

等以外のすべての補助事業等に係る場合とする。

（承認を要しない変更）

第９条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、間接補助金の減額以外の変更とする。

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。

（間接的な変更等の承認）
第１０条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づき、

間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第３号による申請書
を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。
３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、次に掲げる変更等を定めてはならない。
（１）間接補助事業の中止及び廃止
（２）本補助金の増額

（指示等の報告）
第１１条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に準

じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受けた
ときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

（実績報告の時期等）
第１２条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、間接補助事業の完了又は中止若し
くは廃止の日又は間接交付の中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日と、当該年度の翌
年度の４月１０日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付さ
れた場合にあっては、交付決定年度の翌年度の４月２０日とする。

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、間接補助事業の完了予定年月日の属する年度

の翌年度の４月１０日とする。

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第３
号によるものとする。

（間接補助金の支払い）



第１３条 補助事業者は、間接補助事業に係る本補助金の支払いを受けたときは、その支払いを受けた
額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなくてはならない。

（間接的な財産処分の承認）
第１４条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第２５条第２項の規定に準じた内容の条件に

基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。
３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項ただし書の期間を定めるに当

たっては、当該間接補助事業に係る業務の開始日から５年間より短い期間を定めてはならない。
４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項第４号の財産を定めるに当

たっては、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めることを妨
げない。

（１）取得価格又は効用の増加価格が５００千円以上の機械及び器具

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの。

（雑則）

第１５条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、企画部長

が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２１年５月１１日から施行する。

附 則

１ この改正は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度以降に実施する事業から適用する。


